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函館市老人福祉センター管理業務仕様書 

 

老人福祉法に基づき設置している函館市老人福祉センター（以下「老人福祉センター」とい

う。）の業務の内容および履行方法等の仕様について以下のとおり示しますが，指定管理者制度

の導入は民間の能力やノウハウを幅広く活用することにより，市民サービスの向上につながる

ことを目的としていますので，「老人福祉法による老人福祉センターの設置及び運営について

（昭和５２年８月１日社老第４８号社会局長通知）」に示された指針を参考として提案をお願い

します。 

 

１ 指定管理者が行う業務の範囲 

(１) 設置目的に資する事業の実施に関すること 

① 健康相談および保健指導等の実施 

ア 週５日（週２８時間）以上，保健師による保健指導を行うこと。 

イ その他各種の相談に対して関係機関と密接な連携を図るなど適切な対応を行うこと。 

② 機能回復訓練の実施 

ア 高齢者の健康増進を図るため，機能回復訓練機器の提供等により，高齢者の後退機

能の回復訓練を行うこと。 

③ 教養講座および各種教室の実施 

ア 月１回以上，高齢者の教養の向上に資する講座を実施すること。 

※ 令和３年度の実績 

くらしの安心・安全講座 

イ １教室あたり月１回以上，高齢者の教養の向上および趣味活動の支援のため，各種

教室を実施すること。 

※ 令和３年度の実績 

（２館共通） 舞踊・将棋・囲碁・茶道・書道・手芸・花文字・糸玉クラフト・ 

ハーバリウム・リズムステップ・フラワースワッグ 

（湯川のみ） つまみ細工・がま口（手芸） 

（谷地頭のみ）華道 

④ レクリエーションおよび合同行事の実施 

ア レクリエーション等の交流活動を推進するため，各老人福祉センター合同による行

事を行うこと。この場合において，函館市総合福祉センター内老人福祉センターおよ

び函館市亀田交流プラザ内高齢者コーナーとの合同行事であることが望ましい。 

※ 平成３０年度の実績（新型コロナウイルス感染症の影響がない年度の実績） 

・ ６月 老人福祉センター祭り 

・ ７月 合同芸能発表会（市民会館大ホール） 

・ 10月 合同囲碁・将棋大会（市総合福祉センター） 

・ 随時 各老人福祉センターごとの発表会 など 

⑤ 入浴サービスの実施 

現在，各老人福祉センターにおける入浴時間は下記のとおりとなっています。 

別添２ 
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・ 湯 川：午前９時３０分から午後３時４５分まで 

・ 谷地頭：午前１０時３０分から午後２時３０分まで ※ 水曜日休止 

⑥ 老人クラブに対する援助等 

ア 老人クラブの運営について援助を行うこと。 

 

(２) 利用者に関すること 

① 窓口業務 

ア 窓口，電話等の対応業務 

イ 利用者数の把握，入退館の管理等に関する業務 

ウ 利用券交付申請書の受付および利用券の交付業務 

エ 利用の不許可に関する業務 

② 利用者への案内・説明に関する業務 

ア 施設・設備等の利用方法について，説明不足による事故が発生することがないよう

十分な説明・指導を行うこと。特に，機能回復訓練機器は利用者が不適切な利用がさ

れないよう注意を払うこと。 

イ 入浴利用者に対しては注意事項等の説明を行うこと。 

③ 利用者へのサービス提供に関する業務 

ア 図書室の利用に関すること。 

イ 私用電話，コピー機，ファックスの利用に関すること。 

④ 利用促進に関する業務 

ア 広報・宣伝に関すること。 

イ 利用者アンケートの実施に関すること。 

(ｱ) センター内にアンケート用紙と回収箱を設置すること。 

(ｲ) 教養講座および各種教室の受講者等に対し，アンケートを実施すること。 

ウ その他，利用促進を図るために必要な業務を実施すること。 

 

(３) 維持管理業務に関すること 

施設内および敷地内の巡回点検を随時行い，適切な維持管理に努めること。 

① 施設の清掃およびゴミ処理業務 

ア 日常清掃 

(ｱ) 開館日は毎日，施設内の各部屋および浴場の清掃をし，備品類を含め，常に整理

整頓および清潔に保つこと。特に，浴場は病原菌等が発生しないよう努めること。 

(ｲ) 施設内外から排出される廃棄物は適正に処理すること。 

イ 特別・定期清掃 

(ｱ) 集会室ステージ床面の清掃，ワックス掛けを年１回以上行うこと。 

(ｲ) 内外窓ガラス磨きを年２回以上行うこと。 

(ｳ) 浴場の壁，天井等のカビ除去掃除を年２回以上行うこと。 

(ｴ) 温泉浴槽のガリ除去を年４回以上行うこと。（湯川・谷地頭） 

② 緑地の管理業務 

ア 敷地内の草刈りを随時行うこと。 
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イ 樹木および草花の適正な維持管理を行うこと。 

③ 駐車場および通路の管理業務 

ア 駐車場の適正な維持管理および利用者が利用する際の管理を行うこと。 

イ 駐車場および通路の除雪を行い，状況により排雪を行うこと。 

④ 消防用設備保守管理業務 

ア 消防法（昭和２３年７月２４日法律第１８６号）第１７条の３の３に基づく消防用

設備の保守点検を行い，設備の適正な管理を行うこと。 

⑤ 暖房器具・給湯設備の保守管理業務 

ア 暖房器具および給湯設備は常に良好な状態に保つこと。 

⑥ 自動ドア保守管理業務 

ア 自動ドアの保守点検を年２回以上行うこと。 

⑦ ボイラー保守管理業務（谷地頭のみ） 

ア ボイラーの事故，故障を防ぐために定期的な点検・調整および清掃を行い，安全で

効率の良い状態を維持すること。 

イ 大気汚染防止法（昭和４３年６月１０日法律第９７号）第１６条および同法施行令

（昭和４３年政令第３２９号）第２条に基づき，ボイラーのばい煙量等（ばいじん濃

度・窒素酸化物濃度・硫黄酸化物濃度）の測定を行うこと。 

⑧ エレベーター保守管理業務（谷地頭のみ） 

ア エレベーターの保守点検を月１回行うこと。 

イ 遠隔監視装置による監視は２４時間体制で行うこと。 

⑨ 自家用電気工作物保安管理業務（谷地頭のみ） 

ア 自家用電気工作物の月次点検を年６回および年次点検を年１回行い，適正な保安管

理を行うこと。 

⑩ 温泉循環ポンプ等清掃および保守点検業務（谷地頭のみ） 

ア 温泉供給ポンプ，温泉系統バルブ，温泉系統配管，水槽は月１回点検・調整を行う

こと。 

イ 温泉供給ポンプ，温泉系統バルブの清掃および温泉系統配管，水槽の薬品洗浄を年

３回以上行うこと。 

⑪ 入浴設備の維持管理業務 

ア 浴槽水等の温度管理および塩素濃度管理を行うこと。 

イ 温泉貯湯槽，上がり湯貯湯槽等の維持管理を行うこと。 

ウ その他入浴設備の衛生管理を行うこと。 

※ 施設・設備の衛生管理に関する業務の留意点 

衛生管理にあたっては，公衆浴場法（昭和２３年法律第１３９号），公衆浴場法施

行条例（昭和２４年北海道条例第３号），公衆浴場法施行細則（昭和２３年北海道規

則第１１８号）等，関係法令の規定を遵守し，常に望ましい水質・衛生環境を保つ

よう努めなければならない。 

また，衛生管理における具体的手法または基準等にあっては，「公衆浴場における

衛生等管理要領等の改正について（平成１５年健発第 0214004号厚生労働省健康局

長通知）」に示された各種指針等を参考に十分配慮し実施するものとする。 
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⑫ 施設・設備の破損，汚損箇所の有無の点検および簡易修繕 

ア １件当たり２０万円（消費税等を含む。以下同じ。）未満の小規模修繕は指定管理者

が，２０万円以上の大規模修繕は市が行うものとする。 

なお，２０万円以上の大規模修繕であっても，緊急やむを得ない場合などは，市と協議

のうえ指定管理者の負担により実施することができるものとする。 

イ 指定管理者が修繕等を行う場合は，あらかじめ市の承認を得ること。ただし，緊急

の場合はこの限りではない。 

⑬ 夜間および休館日の警備業務 

ア 夜間および休館日など施設が使用されていない場合における盗難，火災等を防止す

るため，機械警備とあわせ，警備員による外部巡回警備を毎日夜間１回行うこと。 

イ 火災報知は毎日２４時間間断無く行うこと。 

⑭ 備品等の管理業務 

ア 市が備え付ける備品は，別添「備品一覧表」のとおり。 

  市が貸与している備品等が経年劣化により，管理業務実施の用に供することがで

きなくなったとき，または新たに必要となった備品等は，必要に応じて市が購入ま

たは調達する。 

  指定管理者が施設利用者のサービス向上を目的に，自らの費用で購入または調達

した備品等は，市と協議のうえ，管理業務の用に供することができ，当該備品等は

指定管理者に帰属する。 

⑮ その他施設の維持管理に必要な業務 

 

(４) その他の業務に関すること 

① 市に提出する書類の作成等庶務経理業務 

ア 次年度の事業計画書および収支予算書等の作成に関する業務 

イ 当該年度の実施状況報告書および収支決算書等の作成に関する業務 

ウ 翌月分の行事予定表等の作成に関する業務 

エ 毎月の施設利用実績報告書等の作成に関する業務 

オ 利用者アンケート報告書の作成に関する業務 

カ 市との連絡調整に関する業務 

キ 指定期間終了後にあたっての引き継ぎに関する業務 

ク その他必要な書類の作成および報告に関する業務 

② 災害および事故発生時等の緊急時の対応 

ア 利用者の事故防止のための業務 

イ 災害および事故発生に備え，緊急時の対応マニュアルの作成および職員研修・訓練

の実施に関する業務 

ウ 災害および事故発生時の避難誘導，被害拡大防止のための業務および市を含めた関

係機関への連絡調整等に関する業務 

③ 利用者および住民からの意見・要望等への対応 

ア 利用者および住民からの意見・要望および苦情等に対しては適切に対応し，必要に

応じ，市に報告すること。 
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④ 救急医療情報キット（安心ボトル）に関すること 

ア 救急医療情報キット（安心ボトル）配付等申込書の受付および救急医療情報キット

の配付業務 

⑤ その他必要な業務 

ア 施設運営や行事等については，函館市総合福祉センター内老人福祉センターおよび

亀田交流プラザ内高齢者コーナーの指定管理者と協力・連携を図り実施すること。 

 

２ 従業員の配置基準 

指定管理者は，労働基準法等関係法令を遵守し，業務形態にあった適正な人数の従業員を

配置するなど，効率的な運営に努めること。 

また，職員の資質の向上を図るため，研修を実施するとともに，施設の管理運営に必要な

知識と技術の習得に努めること。 

(１) １施設当たりの人員体制 

① 施設における指定管理者が行う業務を掌握し，その他の従業員を指揮監督する者とし

て，所長（施設管理者）を１名配置すること。 

② 週５日（週２８時間）以上，保健師を配置すること。 

③ 開館時間内は必ず２名以上，保健師以外の従業員を配置すること。 

④ その他，管理業務に支障が出ないよう，従業員を適宜配置すること。 

 

(２) 必要な資格等 

① 看護師助産師保健師法（昭和２３年７月３０日法律第２０３号）に基づく保健師の資

格を有する者を配置すること。 

② 従業員のなかに，防火管理者の資格（取得見込み可）を有する者を配置すること。 


